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日弁連は訴えます

　現行少年法は、戦前の少年法の実践とその成果を踏まえ、若年犯罪者につ

いては刑罰より保護処分の方が更生にとって適切かつ効果的との立法政策

に基づいて、対象年齢を18歳未満から20歳未満に引き上げるとともに、少

年事件の全てを家庭裁判所に送致する制度を採用しました。それから65年、

家庭裁判所による人間行動科学に基づく審理と処遇という現行制度の運用

は、現実にその効果を挙げ、わが国は少年犯罪の極めて少ない国として、世

界で高く評価されています。

　仮に少年法の適用年齢を18歳に引き下げることになれば、「子ども・若者

育成支援推進法」（2010年施行）が困難を抱える子ども・若者の成長発達に

対する国・地方公共団体の支援施策の重要性を確認したばかりであることと

も矛盾、逆行する施策となります。

　そして何よりも、これまで少年法の適用を受けてきた若者のうちの50％近

くを、｢自己責任｣の名の下に、家庭裁判所の手続から放出することになり、結

果として、少年の立ち直りと成長支援の機会を阻害し、ひいては再犯者を増

加させ、新たな被害者を生みだす施策になります。

　当連合会は、少年法の適用年齢を引き下げることに多くの人々が反対し、

共に声をあげていただくよう呼びかけます。
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